
倉敷民商弾圧事件・禰屋裁判 

弁護団申請の証人・証拠を十分調べ、公正な裁判を求める署名 

広島高裁岡山支部広島高裁岡山支部広島高裁岡山支部広島高裁岡山支部        

裁判長裁判長裁判長裁判長    長井秀典長井秀典長井秀典長井秀典    殿殿殿殿    

【要請の趣旨】  

 倉敷民主商工会の事務局員・禰屋町子さんは、まったく身に覚えのない、Ｉ建設会社の脱税（法人税

法違反）をほう助し、税理士でないのに税務書類を作成した（税理士法違反）として、裁判にかけられ

ています。 

禰屋さんは、４２８日間にもおよぶ不当な身柄拘束にも屈せず、無実を訴え続けてきました。また弁

護団は、Ｉ建設のずさんな経理が問題であって脱税にはあたらないことや、税理士法違反についても憲

法にもとづく納税申告権の立場から無実であることを明らかにしました。 

しかし、岡山地裁（江見健一裁判長）は懲役２年・執行猶予４年の判決を言い渡しました。その判決

の内容は、禰屋さんと弁護団の主張・立証によって明らかになった事実や問題点をまともに検討せず、

ただ検察の主張をなぞるのみというものでした。刑事裁判の目的は、事件の真実を明らかにするととも

に、「無罪の発見」に努めることです。したがって、検察の立証をチェックしていない一審判決は、刑

事裁判の目的に反する不当なものです。 

審理においても、公正な審理がなされませんでした。一審の裁判官は、弁護団が求める重要な証拠・

証人をことごとく認めない一方で、検察官が立証を失敗すると検察官に「助け舟」を出しました。具体

的には、証拠能力のない、国税庁の木嶋査察官の報告書を、鑑定書として採用することで証拠としたも

のです。そもそも、鑑定書とは、第三者の専門家が作成したものですが、木嶋査察官はＩ建設を告発し

た、まさに当事者であり、第三者ではありません。このようなことまでして有罪としたのです。  

高裁においては、一審の裁判官の不公正な裁判をただし、禰屋さん・弁護団が求める証人・証拠を十

分に調べ、憲法と事実にもとづき判断されることを強く求めます。 

【要請事項】 

弁護団弁護団弁護団弁護団のののの請求請求請求請求するするするする証拠証拠証拠証拠・証人を採用し、・証人を採用し、・証人を採用し、・証人を採用し、公平・公正・充実した審理を貫公平・公正・充実した審理を貫公平・公正・充実した審理を貫公平・公正・充実した審理を貫きききき、、、、一審一審一審一審判決を破棄し、道理判決を破棄し、道理判決を破棄し、道理判決を破棄し、道理

ある判決を行うこと。ある判決を行うこと。ある判決を行うこと。ある判決を行うこと。    
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【署名の送り先】 倉 敷 民 商 を 支 え る 会  〒710-0038 倉敷市新田 1294 倉敷民主商工会内    TEL 086-426-1578 

岡 山 県 商 工 団 体 連 合 会  〒700-0981 岡山市北区西島田町 4-25            TEL 086-243-3856 

日本国民救援会岡山県本部  〒700-0054 岡山市北区下伊福西町 1-53         TEL 086-254-2799 


